
地域水田農業推進協議会について

地域水田農業推進協議会（以下「地域協議会」という。）

とは、地域の行政や農業者団体等関係機関を構成員として、

地域の水田農業のビジョンの実現に向けた各種取組につい

て調整する第三者機関的な組織である。

○ 地域協議会の構成員

学識経験者、農業者団体、消費者団体、実需者団体、流通業者

団体、認定方針作成者、担い手農業者、行政機関等、当該地域の

実情に応じた関係者によって構成。

○ 地域協議会の役割

当該地域のすべての認定方針作成者が実効ある形で参画し、客

観的・透明性のある公正な議論により、

① 地域水田農業ビジョンの点検・見直し

② 配分の一般ルールの設定

③ 認定方針作成者ごとの需要量に関する情報の算定

等を実施。
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